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EnviX 海外環境法規制トレンドレポート〈2019 年後期号（第 23 号）〉 

中国編 

④ 中国 RoHS に関連する法規制 ―― 製品系、化学物質関連 

法律/政策の名称 電気電子製品有害物質使用制限管理弁法 

現地語名称 电器电子产品有害物质限制使用管理办法 

公布/施行日等 2016 年 1 月 21 日公布、2016 年 7 月 1 日施行 

カバー期間 2019 年 5 月から 2019 年 12 月 

 

バックグラウンド情報 

中国では、「電気電子製品有害物質使用制限管理弁法」および以下の関連標準により、電

気電子製品に含まれる有害物質の使用制限の管理が行われている。 

標準番号 標準名 

SJ/T 11364-2006 「電子情報製品汚染抑制標識要求 」 

GB/T 26572-2011 「電子電気製品における使用制限物質の制限量要求」 

GB/T 26125-2011 「電子電気製品使用制限物質 6 種（鉛・水銀・カドミウム・六価ク

ロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル）の測定」 

SJ/T 11364-2014 「電子電気製品有害物質使用制限標識要求」 

GB/T 31274-2014 「電子電気製品使用制限物質管理システム要求」 

 

■中国 RoHS の概要 

2016 年 7 月 1 日の「電気電子製品有害物質使用制限管理弁法」の施行に伴い、旧法であ

る「電子情報製品汚染制御管理弁法」は廃止された。中国 RoHSⅡ、あるいは改正版 RoHS

とも呼ばれる現行の中国 RoHS の概要は、以下のとおりである。 

 

●対象製品 

電気電子製品（定格電圧 AC1000V/DC1500V 以下）： 

電流あるいは電磁場により稼動する、または電流および電磁場の生成・伝送・測定を目的

とする、定格電圧が直流の場合は 1500 ボルト以下、交流の場合は 1000 ボルト以下の設

備および周辺製品。ただし、電力の生産・伝送・配分に係わるものは除く。 

 

具体的な適用範囲については、下記のフローチャートに基づき判断する。 

http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057254/n3057260/c4608532/content.html
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ｙ 

 

 

 適用範囲 

適用範囲には、以下の機器やその関連機器が含まれるが、これらに限らない。 

1 通信機器 

2 ラジオ、テレビ機器 

3 コンピューターやその他の OA 機器 

4 家庭用電気電子機器 

5 電子式計器 

6 工業用電気電子機器 

7 電動工具 

8 医療用電子設備や機械 

9 照明製品 

10 文化・教育、工芸・美術、体育、娯楽用の電子製品 

 

ｙ 

製品の少なくとも 1つの既定機能が電流もしくは 

電磁界に依存して作動する、または電流および電磁界の 

発生、伝送、測定に使用されているか。 

適用範囲外 
いいえ 

定格動作電圧が直流 1,500 ボルト以下、 

交流 1,000 ボルト以下であるか。 

はい 

本文書で明確に適用が除外されている 

製品に属しているか。 

はい 

いいえ 

はい 

本文書で明確に適用が除外されている 

製品専用または同製品用にカスタマイズ 

された関連製品としてのみ使用。 

はい 

いいえ 

いいえ 

「管理弁法」の適用範囲に属する 

ｙ 

ｙ 

適用範囲外 

適用範囲外 

適用範囲外 
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●適用除外製品 

以下の電気電子機器、および同機器専用または同機器用にカスタマイズされた関連製品

は、「管理弁法」の適用範囲外となる。 

1. 発電所、送配電施設、建築物の給配電用システムや設備など、電力の生産、伝送お

よび分配に関連する機器。 

2. 軍事用途の電気電子機器。 

3. 特殊な環境または極限環境で使用される電気電子機器。 

4. 輸出用の電気電子機器。 

注意：輸出用の電気電子機器は、輸出先の国や地域の有害物質使用制限に関する規

定に適合していること。 

5. 一時的に輸入または中国国内に持ち込んで補修するが、販売しない電気電子機器。 

6. 科学研究または研究開発、試験用の試作品。 

7. 展示会、展覧などに使用するが、販売しないサンプルや展示品など。 

 

 対象となる有害物質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 規制の第 1 ステップと第 2 ステップ 

 

 

 

 鉛およびその化合物（0.1wt％） 

 水銀およびその化合物（0.1wt％） 

 カドミウムおよびその化合物（0.01wt％） 

 六価クロム化合物（0.1wt％） 

 ポリ臭化ビフェニル（PBB）（0.1wt％） 

 ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）（0.1wt％） 

 国が指定するその他の有害物質（0.1wt％） 
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■中国工業情報化部が、中国版 RoHS に基づき有害物質限度量要求への適合を求める製品

の「第 1 次リスト」および「適用除外リスト」を発表 

中国工業情報化部は、2018 年 3 月 15 日、【2018 年第 15 号公告】として、「電気電子製

品有害物質使用制限基準到達管理リスト（第 1 次）」、および「基準到達管理リスト使用制限

物質適用除外リスト」を公布した。同リストの概要は、以下のとおりである。 

施行日  2019 年 3 月 15 日 

リスト収載製品への要求

事項 

 GB/T 26572 で規定の有害物質限度量要求への適合 

 鉛およびその化合物 0.1wt％ 

 水銀およびその化合物 0.1wt％ 

 カドミウムおよびその化合物 0.01wt％ 

 六価クロム化合物 0.1wt％ 

 ポリ臭化ビフェニル 0.1wt％ 

 ポリ臭化ジフェニルエーテル 0.1wt％ 

その他 「合格評価制度」の管理範囲に組み込まれる。 

 

 第 1 次リスト収載製品。 

1 電気冷蔵庫 

2 エアコン 

3 洗濯機 

4 電気温水器 

5 プリンター 

6 コピー機 

7 ファクシミリ 

8 テレビ 

9 モニター 

10 マイクロコンピューター 

11 携帯電話 

12 電話機 

※ 「基準到達管理リスト」には、製品の範囲や定義、適用範囲の説明が記載されている。 

※ また、リスト最下部の注意書きには、以下のように注記されている。 

「本リスト中の製品については、リスト外の製品の部品として使用される場合、本リ

ストの適用範囲には属さない。ただし、これらの製品の最終的な用途が不明で、かつ、

市場において単独で販売される場合は、本リストの適用範囲に属する」 

 

 「基準到達管理リスト使用制限物質適用除外リスト」 

「基準到達管理リスト使用制限物質適用除外リスト」に収載された製品については、工業
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情報化部の公告によると、当面、有害物質使用制限関連要求の実施は求められない。「適用

除外リスト」には、各有害物質の使用制限が除外される用途および限度値要求が記載されて

いる。すなわち、記載された用途や限度値以内のものに限って適用対象外となる。 

以下にて、同リストの一部を示す。 

番号 適用除外用途 規制値要求 

水銀（Hg） 

1 一般照明用途の片口金形（コンパクト形）

蛍光ランプ。 

ランプ当たりの水銀含有量が以下

の量を超えないこと。 

 30W 未満。 2.5mg 

30W 以上 50W 未満。 3.5mg 

50W 以上 150W 未満。 5mg 

150W 以上。 15mg 

環形または角型で、管径 17mm 以下。 7mg 

特殊用途用。 5mg 

30W 未満、かつ、寿命 20,000 時間以上。 3.5mg 

 

■中国、「電気電子製品有害物質使用制限合格評定制度実施の取り決め」を公布――2019

年 11 月 1 日以降出荷、輸入するリスト収載製品が対象 

 

中国市場監督管理総局と工業情報化部は、2019 年 5 月 16 日（工業情報化部は 2019 年

5 月 20 日付け）、「電気電子製品有害物質使用制限合格評定制度実施の取り決め」を公布し

た。中国版 RoHS 関連文書である同公告の主な内容は、以下のとおりである。 

 

【対象製品と施行日】 

 2019 年 11 月 1 日以降、「電気電子製品有害化学物質使用制限基準到達管理リスト

（第 1 次）」に収載されている製品を出荷、輸入する場合、「実施の取り決め」の要

求を満たしていなければならない。 

 

【合格評定の方式】 

 以下の 2 種類の方式が含まれる。 

1.  任意認証 （国家推進任意認証） 

企業が任意で申請し、関連する有害物質使用制限標準および技術規範の要求に電気

電子製品が適合していることを第三者機関が証明する方式。 

 

2. 適合宣言 （自己宣言） 

供給者（生産者、授権代表者などを含む）の提供する電気電子製品が有害物質使用
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制限標準および技術規範の要求を満たしていることを証明するために、自主的に合

理的な方法を用いて適合性評価を完了するとともに、製品の適合性情報を報告する。 

方式 合格評定ラベル 期限 報告(義務)者 

任意認証 

（国家推進任

意認証） 

 

製品の認証取得

後、5 業務日以内 
認証機関 

適合宣言 

（自己宣言） 

 

製品を市場に投入

してから 30 日以

内 

供給者（生産者、

授権代表者などを

含む） 

 「基準到達管理リスト」に収載された電気電子製品の供給者は、上記 2 種類の方式

（国家推進任意認証または自己宣言）から、いずれかの方式を選択し、電気電子製

品の有害化学物質使用制限に対する合格評定を完了しなければならない。 

 

注：適合宣言のラベルについて、中国市場監督管理総局は、2019 年 7 月 2 日に電気電子製品

有害物質使用制限の合格評定制度における「供給者適合性ラベル」を明確に規定した。図のと

おり、右側に「SDoC」と記したラベルを使用するものとする。 

 

■中国 RoHS の流れ 

 

2016 年 1月 6日 2016 年 7 月 1 日 2018 年 3 月 15 日 2019 年 3 月 15 日 

第 1 ステップ 

有害物質情報の表示（2016/7/1 以降に製造した製品） 

第 2 ステップ 

含有制限 

2019 年 11 月 1 日 

「管理弁法」公布 

「管理弁法」施行 

「管理リスト」発表 

「管理リスト」施行 

「合格評定制度」実施 

認証機関 

ラベル 
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最近の主な動向 

■中国国家市場監督管理総局は、「電気電子製品有害物質使用制限合格評定制度実施の取

り決め」の FAQ 文書（意見募集稿）及び「電気電子製品有害物質使用制限基準到達管

理リスト(第 1 次)」FAQ 文書（意見募集稿）を発表 

 

 中国国家市場監督管理総局は、2019 年 7 月 11 日に、「電気電子製品有害物質使用制

限合格評定制度実施の取り決め」の FAQ 文書（意見募集稿）を発表した。本解説は、

計 33 問で、以下の 4 つの部分からなる。 

第 1 部分 政策篇 

第 2 部分 企業執行篇 

第 3 部分 認証及びテスト検査機関篇 

第 4 部分 監督管理篇 

 

以下に、同 FAQ 文書の意見募集稿の一部を示す。 

質問 回答 

電気電子製品有害物質制限使用合

格評定ラベルが、「管理弁法」の第

1 ステップにおける環境保護使用

期限マーク（オレンジマーク）ま

たは e マーク（グリーンマーク）

を代用することができるか？ 

できない。 

「到達管理リスト」に記入されて

いない製品は、電気電子製品有害

物質使用制限合格評定のラベルを

使用できるか？ 

「グリーン製品ラベル使用管理弁法」によると、「到

達管理リスト」に記載のない製品は、電気電子製品有

害物質使用制限合格評定のラベルを使用できない

が、認証機関が関連法規により自主的に関連ラベル

を選択できる。 

「合格評定制度実施の取り決め」

によると、自己宣言の報告主体は

生産者又は授権代表者である。

ODM 代行モデルで生産された製

品について、代行工場により合格

評定情報の報告をしてもよいの

か？ 

自己宣言は供給者により必ず適合性情報が報告され

なければならない。供給者とは、生産者または授権者

を指す。 

生産者とは、生産または他人に委託して製品を設計、

生産、且つその名義/ブランドとして販売し、製品の

品質に対して主体責任を負う中国内で登録した法人

として位置づけの企業を指す。 

授権代表者とは、外国生産者により書面で授権され、

外国生産者を代表し公共サビースプラットフォーム
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に適合性情報を報告する中国内で登録した法人とし

て位置づけの企業を指す。外国生産者はその子会社、

輸入者または販売者等を選択して授権代表者とする

ことができる。 

代行工場は合格評定の情報が報告できない。 

自己宣言及び技術支援文書は英語

で作成できるのか？技術支援文書

とするテスト報告は中国以外の実

験室により作成してもよいのか？ 

自己宣言及び技術支援文書（検査測定報告を含む）は

中国簡体字にするものとする。検査測定機関は相応

の技術力を有していれば良い。 

 

 「電気電子製品有害物質使用制限合格評定制度実施の取り決め」の FAQ 文書（意見

募集稿）の発表と合わせて「電気電子製品有害物質使用制限基準到達管理リスト(第

1 次)」に関する FAQ 文書（意見募集稿）も同時に発表された。計 13 問で、以下の

2 つ分野（範囲と部品）に分けて質問及び回答が含まれている。 

「到達管理リスト」における製品範囲についての質問 

「到達管理リスト」における製品部品についての質問 

 

以下に、同 FAQ 文書の意見募集稿の一部を示す。 

質問 回答 

マルチエアコンはどのように製品

範囲を判定すればよいのか？ 

マルチエアコンはエアコンシステムに属する。その

各部分は市場において単独で販売されているので、

「到達管理リスト」にも単独に管理される。室内機室

外機を問わず、その部分は定格冷却量≦14000 ワッ

トであれば、 「到達管理リスト」の適用範囲に属す

る。もしその部分は定格冷却量＞14000 ワットだっ

たら、 「到達管理リスト」の適用範囲外となる。 

「到達管理リスト」におけるプリ

ンターの「印刷幅」は、どう理解す

ればよいのか？ 

「印刷幅」とは、実際にプリンターで印刷できる最大

の幅である。 

体育館等、公共場所で使用される

大型液晶モニターは、「到達管理

リスト」に属するのか？「到達管

理リスト」中のモニター製品は、

サイズ又は応用の面で何か判断基

準があるのか？ 

「到達管理リスト」におけるモニターの製品定義及

び説明により、サイズによらず、モニター製品は「到

達管理リスト」に属する。 

「管理弁法」により、「到達管理リ 「管理弁法」中の電気電子製品の定義により、「到達
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スト」に記入されている製品は制

限量の要求を満たさなければなら

ない、「到達管理リスト」に記入さ

れている製品の部品は制限量の要

求を満たす必要があるのか？ 

管理リスト」中の製品は付属製品を含む。したがっ

て、「到達管理リスト」中の製品の付属部品及び「到

達管理リスト」内の製品の専用選択可能な部品は制

限量の要求を満たすものとする。部品は単独販売さ

れる時、「到達管理リスト」に基づき管理されない。 

エアコンの現場取付用の部品は

「管理弁法」の適用対象となるの

か？ 

エアコンの現場取付用の部品は主に、支柱、銅パイプ

及びねじ等の電気電子製品ではない製品である。し

たがって、エアコンの現場取付用のこれら部品は「管

理弁法」の適用範囲外である。しかし、以上の部品が

エアコン機器と一緒にセットで消費者に販売される

場合、エアコンの部品としてエアコンと一緒に「到達

管理リスト」によって管理される。 

 

■中国電子技術標準化委員会、団体標準の「電気電子製品における 4 種類のフタル酸エス

テルの測定」（意見募集稿）を発表 

 

中国電子技術標準化委員会は 2019 年 7 月 11 日、団体標準である「電気電子製品におけ

る 4 種類のフタル酸エステルの測定 高速液体クロマトグラフィー」（意見募集稿）を公表

し、意見募集を開始した。意見募集の期限は、2019 年 8 月 11 日まで。 

 

同標準の解説文書によると、EU の RoHS 指令の制限物質に 4 種のフタル酸エステル

を追加する欧州委員会委任指令（EU）2015/863 に対応するため、同標準が制定されたとい

う。以下は、同標準（意見募集稿）の概要である。 

 

【適用範囲】 

 電気電子製品における 4 種類のフタル酸エステルの測定。 

 

【用語および定義】 

同標準で規定されている 4 種類のフタル酸エステルは、以下の炭化水素化合物を指す。 

番号 日本語名 英語名 CAS 番号 

1 フタル酸ビス(2-エチルヘキシ

ル) 

Di(2-ethylhexyl)phthalate 117-81-7 

2 フタル酸ブチルベンジル Butyl benzyl phthalate 85-68-7 

3 フタル酸ジブチル Dibutyl phthalate 84-74-2 

4 フタル酸ジイソブチル Diisobutyl phthalate 84-69-5 
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【測定方法の概要】 

 分析する試料を粉砕した後、有機溶剤を使用して抽出する。 

 温度制御が可能な超音波洗浄機による超音波を用いて、ろ過・洗浄後、定容し、高速液

体クロマトグラフィー（HPLC）を用いて測定する。 

 分析対象物質の保持時間を使用して定性を行い、外部標準法により定量を行う。 

 

【フタル酸エステル含有量の計算式】 

以下の公式に従って、サンプル中のフタル酸エステル含有量を算出する。 

 

* X－サンプル中のフタル酸エステルの含有量。単位は mg/kg。 

* c－サンプルのフタル酸エステル濃度。単位はμg/mL。 

* V－サンプルの定容体積。単位は mL。 

* m－サンプルの質量。単位は g。 

※ 2 回の並行測定結果の平均値を取り、3 桁までを有効数字とする。 

 

■RoHS 関連標準である「電気電子製品有害物質使用制限適合性評価通則」など 3 本の国

家推奨標準（GB/T）を公布 

 

中国全国電工電子製品・システム環境標準化技術委員会は、2019 年 9 月 5 日、以下の 3

本の国家推奨標準（GB/T）を公布した。 

・「電気電子製品有害物質使用制限適合性評価通則」（GB/T 37876-2019） 

・「電気電子製品中のハロゲン含有量の測定 イオンクロマトグラフィー」（GB/T 37861-

2019） 

・「電気電子製品中の揮発性有機化合物の測定 ガスクロマトグラフィー/質量分析法」

（GB/T 37840-2019） 

 

以下は、上記 3 本の国家標準の概要である 

【施行日】 

上記 3 本の国家標準は、いずれも 2020 年 3 月 1 日より施行される。 

 

【概要】 

 「電気電子製品有害物質使用制限適合性評価通則」（GB/T 37876-2019） 

 GB/T 27050「合格評定供給者適合性宣言」シリーズの技術的枠組みを参考にし、電気電子

製品有害物質使用制限の適合性に対して実施する評価の手順、内容、方法について規定され

ている。有害物質のリスク評価から評価結果の出力までの全過程について規定した同標準
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により、関連企業は、中国や世界の関連する技術法規や、指令要求を満たすことができる。

さらに、産業チェーンの川上・川下で実施する適合性評価にも適用可能である。 

 

 「電気電子製品中のハロゲン含有量の測定 イオンクロマトグラフィー」（GB/T 

37861-2019） 

同標準では、電気電子製品中のハロゲン含有量のイオンクロマトグラフィーによる測定方

法について規定されており、電気電子製品のポリマー（重合体）を使用した材料におけるフ

ッ素（F）、塩素（Cl）、臭素（Br）の含有量測定に適用される。同標準では、酸素ボンブ燃

焼-イオンクロマトグラフィーによる測定の手順について規定されており、同方法による測

定結果の正確性の向上が図られている。 

 

 「電気電子製品中の揮発性有機化合物の測定 ガスクロマトグラフィー/質量分析法」

（GB/T 37840-2019） 

 

電気電子製品中の揮発性有機化合物の小型放出試験装置におけるガスクロマトグラフィ

ー/質量分析法（GC-MS）を用いた測定方法について規定されており、電気電子製品中の揮

発性有機化合物の測定に適用される。同標準により、電気電子製品における揮発性有機化合

物の放出装置での熱脱離 GC/MS 分析法が確立されたことになる。今後、同標準は、中国の

電気電子製品における環境保護の質に対する監視や輸出入貿易において、技術支援文書と

しての役割を果たしていく。 

 

■RoHS に関連する「電気電子機器有害物質使用制限公共プラットフォーム」を発表し試

験運用を開始 

 

中国工業情報化部は国家市場監督管理総局と共同で 2019 年 10 月 8 日、中国 RoHS 制度

に関連する「電気電子製品有害物質使用制限公共プラットフォーム」を発表し、試験運用を

開始した。 

 

「電気電子製品有害物質使用制限到達管理リスト（1 次）」に記載された 12 種類の電気電子

製品の供給者（生産者、授権代表者）は、本サイトにて製品の適合性情報を公表することに

より、その製品における有害物質の使用状況がすでに「電器電子製品有害物質使用制限管理

弁法」及びその関連標準の要求を満たしていることを大衆消費者に保証することができる。 

 

国推任意認証の方式を選択し合格評定された場合、認証機関も本公共プラットフォーム

にて企業の製品認証情報をアップロードできる。本公共プラットフォームは、供給者が提供

する製品における有害物質の使用情報を公開するだけではなく、電器電子製品中の有害物

http://chinarohs.miit.gov.cn/
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質使用状況に対する消費者の知的権利のニーズを満たすものでもある。 

 

また、本公共プラットフォームの使用ガイド「電器電子製品有害物質使用制限供給者適用

性宣言ガイド」が発表され、企業にとって参考にすべきものといえる。下記のウェブサイト

にてダウンロードできる。 

http://www.cesi.cn/cesi/rohs/201910/5645.html 

 

2019 年 10 月 21 日までに、エンヴィックスが確認したところ、本公共プラットフォーム

には、キヤノン（中国）、ソニー(中国）などの企業により合計 1061 件の認証情報がアップ

ロードされ公開されている。 

 

 

今後の展開とスケジュール 

■「電気電子製品有害物質使用制限合格評定制度実施の取り決め」の FAQ 文書及び「電

気電子製品有害物質使用制限基準到達管理リスト(第 1 次)」FAQ 文書の正式版の発表 

 

中国電子技術標準化委員会によると、2019 年中に、「基準到達管理リスト」や「適用除外

リスト」、「合格評定制度」に関する最終的な FAQ 文書（よくある質問とその回答）が作成

される予定である。 

 

■SJ/T 11364「電子電気製品有害物質使用制限標識要求」の改正版は、2020 年 4 月ごろ

発表される予定 

 

中国工業情報化部電気電子製品汚染防止標準作業グループによると、SJ/T 11364 の改

正作業はすでに始まっている。改正版は、2019 年 12 月ごろ意見募集を開始し、2020

年 3 月～4 月ごろ承認を申請する予定である。本標準の現行版は、SJ/T 11364-2014

「電子電気製品有害物質使用制限標識要求」である。 

 

EnviX 展望と見解 

2019 年 5 月 16 日に「合格評定制度実施の取り決め」の発表とともに、中国における RoHS

に関連する規制は、第 2 ステップに移行した。2019 年 11 月現在、「基準到達管理リスト」

や「適用除外リスト」、及び「合格評定制度」に関する FAQ 文書（よくある質問とその回

答）の正式版がまだ公表されていないため、中国版 RoHS の第 2 ステップに関する多くの

疑問に対する答えがなされていないが、合格評定の 12 品目に関連する各企業は模索しなが

ら、電気電子機器有害物質使用制限公共プラットフォームに自社の合格評定情報、すなわち

任意認証と自己宣言の結果をアップロードし始めている。 

http://www.cesi.cn/cesi/rohs/201910/5645.html
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コストの面で影響の大きい、第 1 ステップ及び第 2 ステップのラベルの貼り付け方、OEM

代行モデルで生産された製品の合格評定方式並びに 12品目の電気電子製品の部品の合格評

定の認証が必要であるかなどの質問は企業が一番関心を持っているものと見られる。基準

到達管理リスト」や「適用除外リスト」、「合格評定制度」に関してすでに公表されている

FAQ 文書の意見募集稿は正式版ではないが、以上の疑問に対して方向を指し示している。

ラベル貼付方法については、SJ/T 11364「電子電気製品有害物質使用制限標識要求」の改正

版の発表によって、具体的な方法が最終的に示されることになるので、注視されたい。 

【2019.12.05 CY】 

 


